
 

 

 

 

 

 

 

 

《緊急一時保護運営事業者》 

 

機能：②緊急時の受け入れ・対応 

③体験の機会・場（短期入所） 

《相談支援事業者》 

 

機能：①相談（緊急利用に備えた 

事前登録や、コーディネ

ーターとして緊急時の受

入れ支援） 

⑤地域の体制づくり 

・緊急時利用に備

えた事前登録（相

談支援事業者等

経由） 

・体験利用の相談 

・緊急用居室の

提供（必要に応

じて◆の事業

者をご案内） 

 

・体験の機会・

場の提供 

《基幹相談支援センター（中央・小金・常盤平）》 

（地域生活支援拠点等運営協議会事務局） 

 

機能：①相談④専門的人材の確保・養成⑤地域の体制づくり 

松戸市地域生活支援拠点等整備イメージ図 

 

体験の機会・

場の提供 

《体験の機会や場の提供

を行う事業者（日中活動

系サービス事業者、グル

ープホーム等）》 

 

機能：③体験の機会・場 

     の提供 

《◆緊急時の受け入れ・対応を行

う事業者（短期入所）》 

 

機能：②緊急時の受け入れ・対応 

本人・家族 

相談 

体験利用の相談（相談

支援事業者等経由） 

連携・協力 

必要な情

報の提

供、支援 

地域生活支援拠点等整備とは… 

 

       障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、 

居住支援のための機能として、 

① 相談 

② 緊急時の受け入れ・対応 

③ 体験の機会・場 

④ 専門的人材の確保・養成 

⑤ 地域の体制づくり 

を地域の実情に応じて整備し、障害児者の生活を 

地域全体で支えるサービス体制を構築することです。 

《松戸市（障害福祉課）》 

松戸市が主体となり地域生活 

支援拠点等を整備します。 

資料４



地域生活支援拠点の調査審議等における体制について
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１. 松戸市地域自立支援協議会 会議体制図

2

相談支援事業所連絡会

[月1回程度催]
情報交換、研修

（相談支援事業所等参加）

事務局は相談支援部会

本会議

［年2回程度］
制度化の提言・検討課題決定

（各機関団体の長、行政機関等参加）

事務局は松戸市障害福祉課

幹事会

[年4回程度]
議題整理、本会議のための調整

（会長、副会長、専門部会長）

事務局は松戸市障害福祉課

専門部会

[月1回程度]
地域課題の調査

（地域の中核的な機関参加）

事務局は基幹

相談/就労/こども部会

医療的ケア児の支援の

ための連携推進会議
[年2回程度]

実態調査、対応策の検討、検証

（各機関の長、行政機関等参加）

事務局は松戸市障害福祉課

松戸市障害者

虐待防止ネットワーク
[担当者会議年6回程度

全体会年2回程度]

実態調査、対応策の検討、検証

（各機関の長、行政機関等参加）

事務局は松戸市障害福祉課

抽出した課題のフィードバック

福祉施設共同販売推進協議会

[年5回程度]
ふれあいフェスティバルの開催、 市役所連絡通路等での販売

会の実施

（自主生産品の製造・販売を行っている事業所参加）

事務局は松戸市障害福祉課

就労継続支援ネットワーク

(就労継続支援事業所連絡会）

[年2回程度]
情報交換、勉強会

（就労継続支援事業所参加）

事務局は構成委員で担当

就労ネットワーク

(移行支援事業所連絡会）

[月1回程度]
情報交換、共有
（就労移行支援事業所参加）
事務局は構成委員で担当

地域課題の吸い上げ

地域個別ケア会議

[年6回以上]
個別事例の課題解決

（個別事例に係る関係者）

事務局は各圏域の基幹

松戸市地域自立支援協議会

地域生活支援拠点運営協議会

[年2回程度]
拠点の検討、検証

（各基幹、拠点登録事業所等参加）

事務局は基幹
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相談支援事業所連絡会
[月1回程度催]
情報交換、研修
（相談支援事業所等参加）
事務局は相談支援部会

本会議
［年2回程度］
制度化の提言・検討課題決定
（各機関団体の長、行政機関等参加）
事務局は松戸市障害福祉課

幹事会
[年4回程度]
議題整理、本会議のための調整
（会長、副会長、専門部会長）
事務局は松戸市障害福祉課

専門部会
[月1回程度]
地域課題の調査
（地域の中核的な機関参加）
事務局は基幹
　相談/就労/こども部会

医療的ケア児の支援の
ための連携推進会議
[年2回程度]
実態調査、対応策の検討、検証
（各機関の長、行政機関等参加）
事務局は松戸市障害福祉課


松戸市障害者
虐待防止ネットワーク
[担当者会議年6回程度　
全体会年2回程度]
実態調査、対応策の検討、検証
（各機関の長、行政機関等参加）
事務局は松戸市障害福祉課


抽出した課題のフィードバック

福祉施設共同販売推進協議会
[年5回程度]
ふれあいフェスティバルの開催、 市役所連絡通路等での販売会の実施
（自主生産品の製造・販売を行っている事業所参加）
事務局は松戸市障害福祉課


就労継続支援ネットワーク
(就労継続支援事業所連絡会）
[年2回程度]
情報交換、勉強会
（就労継続支援事業所参加）
事務局は構成委員で担当


就労ネットワーク
(移行支援事業所連絡会）
[月1回程度]
情報交換、共有
（就労移行支援事業所参加）
事務局は構成委員で担当

地域課題の吸い上げ

地域個別ケア会議
[年6回以上]
個別事例の課題解決
（個別事例に係る関係者）
事務局は各圏域の基幹

松戸市地域自立支援協議会


地域生活支援拠点運営協議会
[年2回程度]
拠点の検討、検証
（各基幹、拠点登録事業所等参加）
事務局は基幹
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相談支援事業所連絡会
[月1回程度催]
情報交換、研修
（相談支援事業所等参加）
事務局は相談支援部会

本会議
［年2回程度］
制度化の提言・検討課題決定
（各機関団体の長、行政機関等参加）
事務局は松戸市障害福祉課

幹事会
[年4回程度]
議題整理、本会議のための調整
（会長、副会長、専門部会長）
事務局は松戸市障害福祉課

専門部会
[月1回程度]
地域課題の調査
（地域の中核的な機関参加）
事務局は基幹
　相談/就労/こども部会

医療的ケア児の支援の
ための連携推進会議
[年2回程度]
実態調査、対応策の検討、検証
（各機関の長、行政機関等参加）
事務局は松戸市障害福祉課


松戸市障害者
虐待防止ネットワーク
[担当者会議年6回程度　
全体会年2回程度]
実態調査、対応策の検討、検証
（各機関の長、行政機関等参加）
事務局は松戸市障害福祉課


抽出した課題のフィードバック

福祉施設共同販売推進協議会
[年5回程度]
ふれあいフェスティバルの開催、 市役所連絡通路等での販売会の実施
（自主生産品の製造・販売を行っている事業所参加）
事務局は松戸市障害福祉課


就労継続支援ネットワーク
(就労継続支援事業所連絡会）
[年2回程度]
情報交換、勉強会
（就労継続支援事業所参加）
事務局は構成委員で担当


就労ネットワーク
(移行支援事業所連絡会）
[月1回程度]
情報交換、共有
（就労移行支援事業所参加）
事務局は構成委員で担当

地域課題の吸い上げ

地域個別ケア会議
[年2回以上]
個別事例の課題解決
（個別事例に係る関係者）
事務局は各圏域の基幹

松戸市地域自立支援協議会


地域生活支援拠点運営協議会
[年2回程度]
拠点の検討、検証
（各基幹、拠点登録事業所等参加）
事務局は基幹
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松戸市地域自立支援協議会


構成：市内相談支援事業所
  ※高齢者・子ども分野支援者、
サービス提供事業所、
他市事業者等にも参加呼びかけ

・情報交換、共有
・スキルアップ研修、事例検討会、
個別課題の提示

相談支援事業所連絡会
[月1回程度開催]

構成：各機関団体の長、行政機関等
・幹事会、専門部会等の活動報告
・行政への提言事項の確認
・各分野の取組内容の確認


構成：会長、副会長、各専門部会長
・専門部会員のメンバー選出
・専門部会間の調整
・課題着手の優先順位、議論の場への割り振り
・その他自立支援協議会に係る調整全般


構成：課題に応じたメンバー
・地域課題について整理、協議、調査、実践


本会議［年2回程度開催］


幹事会[年4回程度開催]

専門部会[月1回程度開催]

医療的ケア児の支援のための
連携推進会議
[年2回程度開催]

松戸市障害者地域包括
ケアネットワーク
[担当者会議年10回程度
　全体会年2回程度開催]

松戸市障害者
虐待防止ネットワーク
[担当者会議年6回程度
　全体会年2回程度開催]

抽出した課題のフィードバック
地域課題の吸い上げ

構成：自主生産の製造、販売を行っている市内障害者施設

・ふれあいフェスティバルの開催
・市役所等での販売の実施

福祉施設共同販売推進協議会
[年5回程度開催]

構成：就労継続支援
事業所 

・情報交換、共有、勉強会等
・販売の実施

構成：就労移行支援事業所

・情報交換、共有
・模擬面接会
・利用者向け企業セミナー

就労継続支援ネットワーク
(就労継続支援事業所連絡会）
[年2回程度開催]

就労ネットワーク
(移行支援事業所連絡会）
[月1回程度開催]

相談支援部会

就労支援部会

こども部会

抽出した課題のフィードバック
地域課題の吸い上げ
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松戸市地域自立支援協議会


構成：市内相談支援事業所
  ※高齢者・子ども分野支援者、
サービス提供事業所、
他市事業者等にも参加呼びかけ

・情報交換、共有
・スキルアップ研修、事例検討会、
個別課題の提示

相談支援事業所連絡会
[月1回程度開催]

構成：各機関団体の長、行政機関等
・幹事会、専門部会等の活動報告
・行政への提言事項の確認
・各分野の取組内容の確認


構成：会長、副会長、各専門部会長
・専門部会員のメンバー選出
・専門部会間の調整
・課題着手の優先順位、議論の場への割り振り
・その他自立支援協議会に係る調整全般


構成：課題に応じたメンバー
・地域課題について整理、協議、調査、実践


本会議［年2回程度開催］


幹事会[年4回程度開催]

専門部会[月1回程度開催]

医療的ケア児の支援のための
連携推進会議
[年2回程度開催]

松戸市障害者地域包括
ケアネットワーク
[担当者会議年10回程度
　全体会年2回程度開催]

松戸市障害者
虐待防止ネットワーク
[担当者会議年6回程度
　全体会年2回程度開催]

抽出した課題のフィードバック
地域課題の吸い上げ

構成：自主生産の製造、販売を行っている市内障害者施設

・ふれあいフェスティバルの開催
・市役所等での販売の実施

福祉施設共同販売推進協議会
[年5回程度開催]

内容：市内小5～高校生未満の支援を必要としている子どものお仕事体験
※平成31年度にて休止予定

構成：就労継続支援
事業所 

・情報交換、共有、勉強会等
・販売の実施

構成：就労移行支援事業所

・情報交換、共有
・模擬面接会
・利用者向け企業セミナー

ぷれジョブまつど
[報告会月1回開催]

就労継続支援ネットワーク
(就労継続支援事業所連絡会）
[年6回程度開催]

就労ネットワーク
(移行支援事業所連絡会）
[月1回程度開催]

相談支援部会

就労支援部会

こども部会

抽出した課題のフィードバック
地域課題の吸い上げ
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２. 松戸市地域自立支援協議会 会議体制図

松戸市地域自立支援協議会

本会議
［年2回程度］

（各機関団体の長、行政機関等）

幹事会
議題整理・本会議のための調整
（会長・副会長専門部会長・各基幹）

専門部会
地域課題の調査

（地域の中核的な機関）
相談/就労/こども

地域生活支援拠点運営協議会
［年2回程度］

拠点の検討・検証
（各基幹、拠点登録事業所）

提供 報告

調査依頼
報告提案等

R3から協議会を設置
【設置趣旨】
市が設置する協議会等により
拠点等運営の実施状況を把
握し、検証・検討を実施する。
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３. 各会議の開催予定状況

時 期 会 議 名 内 容

R４.５月～ 相談支援部会 拠点等のヒアリング内容の精査

８月 地域自立支援協議会 各専門部会から活動報告

１０～１１月 相談支援部会 ヒアリング実施

１２～１月 相談支援部会
ヒアリングの結果取りまとめ
課題等の抽出

１月 地域生活支援拠点運営協議会 拠点の検証・検討

２月 地域自立支援協議会（幹事会含む） 各専門部会からの活動報告

R５.４月以降 地域生活支援拠点運営協議会 課題等の検証・検討

当初の予定
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４. 議論の順序見直しについて

現状の議論の流れ

◆懸念点

相談支援部会でR4.12月～1月に地域生活支援拠点に関する課題等が抽出された場

合、R5.2の本会議（幹事会）に報告するとなると、R5.４月以降に地域生活支援拠点運

営協議会に情報が提供されることとなり、一定期間、地域課題等が保留事項となる。

見直し案の流れ

◆見直し点

相談支援部会でR4.12月～1月に拠点に関する課題等が抽出されたのち、相談支援

部会からR5.1月に開催予定の地域生活支援拠点運営協議会に情報提供する。

スピード感のある議論
展開を実現するため



５. 今後の調査審議等の流れ（案）

6

時 期 会 議 名 内 容

R４.５月～ 相談支援部会 拠点等のヒアリング内容の精査

８月 地域自立支援協議会 各専門部会から活動報告

１０～１１月 相談支援部会 ヒアリング実施

１２～１月 相談支援部会
ヒアリングの結果取りまとめ
課題等の抽出

１２～１月
相談支援部会 ⇒
地域生活支援拠点運営協議会

課題等の共有

１月 地域生活支援拠点運営協議会 拠点の検証・検討

２月 地域自立支援協議会（幹事会含む） 各専門部会からの活動報告

見直し案
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６. 松戸市地域自立支援協議会 会議体制図

松戸市地域自立支援協議会

本会議
［年2回程度］

（各機関団体の長、行政機関等）

幹事会
議題整理・本会議のための調整
（会長・副会長専門部会長・各基幹）

専門部会
地域課題の調査

（地域の中核的な機関）
相談/就労/こども

地域生活支援拠点運営協議会
［年2回程度］

拠点の検討・検証
（各基幹、拠点登録事業所）

提供 報告

調査依頼
報告提案等

提供

令和４年１２月以降に抽出された調査
データを本会議前に地域生活支援拠
点運営協議会に提供し、１月（予定）の
協議会から協議検討する。

見直し案
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